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■建築概要

■百反通り（東側） ■百反通り（西側）

● UR 都市機構の取組み

●従前の状況と課題
　当地区周辺は京浜工業地帯の一角として急速に工場街に発展し、関東大震災を契機として住宅が建てられ、さらに戦

災を経てより過密な市街地となりました。なかでも、国道１号（第二京浜）の東に拡がる当地区は木造住宅が老朽化し

ているにも拘らず、接道状況の悪さから建替えが進まないうえに、公園等のオープンスペースの不足し、防災上、住環

境上の問題を抱えていました。

　地区北側に位置する百反通りは、標準的な幅員 11 ｍに対して地区内は約 6 ｍしかなく、日常交通の危険性、災害時

の避難活動の困難性などが指摘されていました。

　密集住宅市街地整備促進事業を推進するためのコーディネート業務を、平成 10 年度から 14 年度までの５ヵ年にわ

たり品川区から受託しました。

　品川区と役割分担のもと、地区内にまちづくり事務所を設置し、地域が主体となったまちづくりを支援しました。こ

れらの活動を通じて整理された地区の解題を解消するため、街並み誘導型地区計画の提案や地区整備計画の策定支援を

行いました。

　百反通りの拡幅では土地の交換、共同・協調建替え等のコーディネートを実施し、円滑な事業の推進を図りました。

●公共団体の取組み（受託時）　戸越一・二丁目地区密集住宅市街地整備促進事業   23.0ha

≪コーディネート実施期間：平成 10 年度～平成 14 年度≫

●百反通りの拡幅とそれに伴う共同化事業

【事業実施の効果】
・百反通りの拡幅整備と沿道の共同化事業による円滑な事業の推進

・街並み誘導型地区計画の導入による建替え誘導

●まちづくり事務所を活用した取り組み
　地域に密着したまちづくりを進めるため、地区内にまちづくり事務所を設置し、まちづくり懇談会などを通じた事業

の普及・啓発活動や、まちづくりの専門家としてのアドバイスを行うなど、地域の方々の主体的なまちづくりの取り組

みを支援しました。

　地区の北側に位置する百反通りの拡幅（延長 115 ｍ、幅員６ｍ→ 11 ｍ）に

あたり、沿道の権利者の生活を継続するため、個別の事情を考慮した権利関係

の整理、土地の交換、共同・協調建替え等のコーディネートを実施し、円滑な

事業の推進を図りました。

出典：品川区

「コーディネート（受託）」
 道路拡幅整備に伴う沿道の共同化
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